
（仮）新潟市国家戦略特別区域会議 構成員（案）

所属 役職 氏名 根拠

１ 内閣府 国家戦略特別区域担当大臣 新藤
しんどう

義
よし

孝
たか

法第 7条第 1項第 1号

２ 新潟市 市長 篠田
しのだ

昭
あきら

法第 7条第 1項第 2号

３ 法第 7条第 2項（特定事業者）

４
法第 7条第 3項第 2号
（密接な関係を有する者）

※３（法第７条第２項（特定事業者））については、公募結果に基づき現在選定中

資料 ４


